
問税務課 固定資産税係 ☎ (27)3314

　令和6年4月1日から相続登記が義務化され、相続人は、不動産（土地・建物）を相続で取得したことを知った日か
ら3年以内に、相続登記の申請が必要です。令和6年4月1日より前に相続で取得したことを知った不動産は、令和9
年3月31日までに相続登記をする必要があります。
　正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

相続登記はお済みですか？

相続登記を詳しく
知りたい

▲法務省
　ホームページ

登記手続について
詳しく知りたい

▲熊本地方法務局
　ホームページ

登記の手続を
司法書士へ依頼したい

▲熊本県司法書士会ホームページ
　相続センター☎096（372）2525

市では司法書士や行政書
士による無料相談(要予
約)を開催しています。
P23「くらしの無料相談
窓口」をご確認ください。

ケース①

ケース①-1 必要な対応A

必要な対応B

必要な対応C

必要な対応（追加）ケース①-2

ケース①-3

ケース②

相続登記の申請義務化　対応フローチャート

不動産を相続したことを
知っている

（遺言なし）

遺言により不動産を取得
したことを知っている

相続人の間で遺産分割
がまとまっている

遺産分割の結果に基づく相続登記
【権利移転の公示の効果あり】

※不動産の相続を知った日から3年以内

遺言の内容に基づく所有権移転登記
【権利移転の公示の効果あり】

※遺言により不動産を取得したことを知った日から3年以内

相続人申告登記
【権利移転の公示の効果なし】
（各相続人が単独で申出可）
※不動産の相続を知った日

から3年以内

（相続人申告登記後に
遺産分割がまとまった場合）

遺産分割の結果に
基づく相続登記

【権利移転の公示の効果あり】
※遺産分割の日から3年以内

当分の間、遺産分割を
行う予定はない

遺産分割がまとまりそう
にない（争いがある）

相続した不動産の有無や、相続した不動産がどれだけあるか分からな
い場合、所有不動産記録証明書により把握することができるようにな
ります（令和8年2月2日に施行）。
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（注）このフロー図は、不動産の相続に関する典型的なケースにおいて、通常想定される対応を示したものです。
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